
参考                        法人の市民税の課税の臨時特例に関する条例新旧対照表 

新 旧 

（均等割の税率の特例） 

第２条 昭和５１年１０月１日から令和１３年９月３０日までの間（以下「特例期

間」という。）に終了する事業年度又は地方税法（昭和２５年法律第２２６号。

以下「法」という。）第３２１条の８第３１項の期間に係る法人の市民税の均等

割の税率は、北九州市市税条例（昭和３８年北九州市条例第８５号。以下「市税

条例」という。）第１５条第２項の規定にかかわらず、年につき、同項の表の第

１号に掲げる法人については６万円、同表の第２号に掲げる法人については１４

万４，０００円、同表の第３号に掲げる法人については１５万６，０００円、同

表の第４号に掲げる法人については１８万円、同表の第５号に掲げる法人につい

ては１９万２，０００円、同表の第６号に掲げる法人については４８万円、同表

の第７号に掲げる法人については４９万２，０００円、同表の第８号に掲げる法

人については２１０万円、同表の第９号に掲げる法人については３６０万円とす

る。 

（均等割の税率の特例） 

第２条 昭和５１年１０月１日から令和８年９月３０日までの間（以下「特例期間

」という。）に終了する事業年度又は地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以

下「法」という。）第３２１条の８第３１項の期間に係る法人の市民税の均等割

の税率は、北九州市市税条例（昭和３８年北九州市条例第８５号。以下「市税条

例」という。）第１５条第２項の規定にかかわらず、年につき、同項の表の第１

号に掲げる法人については６万円、同表の第２号に掲げる法人については１４万

４，０００円、同表の第３号に掲げる法人については１５万６，０００円、同表

の第４号に掲げる法人については１８万円、同表の第５号に掲げる法人について

は１９万２，０００円、同表の第６号に掲げる法人については４８万円、同表の

第７号に掲げる法人については４９万２，０００円、同表の第８号に掲げる法人

については２１０万円、同表の第９号に掲げる法人については３６０万円とする

。 

 


